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例

【
資
料
本
文
】

一
、
手
書
き
資
料
（
謄
写
版
資
料
を
含
む
、
以
下
同
じ
）
の
中
に
は
、
旧
字
体
と
新
字
体
と
の
区
別
が
困
難
で
あ
り
、
旧
字
体
と
新
字
体
が
混
在
す
る
資
料
が

存
在
す
る
。
そ
う
し
た
資
料
の
場
合
、
な
る
べ
く
原
文
を
尊
重
し
文
章
入
力
者
が
「
見
え
る
通
り
」
の
字
体
を
入
力
し
た
。
そ
の
た
め
、
資
料
に
よ
っ
て
は

旧
字
体
と
新
字
体
が
混
在
し
て
い
る
資
料
が
存
在
す
る
。

一
、
手
書
き
資
料
の
場
合
、
編
集
者
の
判
断
で
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

一
、
誤
字
脱
字
が
明
白
な
箇
所
は
、
編
集
者
の
判
断
で
修
正
し
た
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
格
に
よ
り
未
修
正
に
し
て
お
い
た
箇
所
も
存
在
す
る
。

一
、
編
集
の
都
合
上
、
靖
国
神
社
所
蔵
文
書
の
一
部
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
の
資
料
は
、
縦
書
き
を
横
書
き
に
、
横
書
き
を
縦
書

き
に
し
た
。

一
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
編
集
者
の
判
断
で
、
適
宜
行
間
や
字
間
を
空
け
た
り
、
詰
め
た
り
し
た
。

一
、
文
字
不
明
の
箇
所
は
、
不
明
）

「
□
」、
二
字
不
明
）

「
□
□
」、

数
字
不
明
）

「
□
□
□
」と
し
た
。

一
、
当
て
字
や
異
体
字
は
、
資
料
の
性
格
に
合
わ
せ
て
修
正
し
た
。
た
だ
し
、
資
料
に
よ
っ
て
は
修
正
し
て
い
な
い
資
料
が
あ
る
。

（
例
）
戦
斗
↓
戦
闘
、
検
斗
↓
検
討
、
况
↓
況
、

↓
第
、

還
↓
帰
還
（

還
）

一
、
見
出
し
の
年
月
日
・
作
成
者
等
の
箇
所
の
〔

〕
は
、
編
集
者
が
推
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
、
資
料
の
性
格
に
応
じ
て
見
出
し
を
数
種
類
に
分
け
て
使
用
し
て
い
る
。

一
、
書
き
込
み
や
付
箋
が
存
在
す
る
資
料
は
、
書
き
込
み
や
付
箋
が
位
置
す
る
場
所
に
〔
※
１
〕〔
※
２
〕
を
つ
け
て
、
そ
の
資
料
の
巻
末
に
書
き
込
み
や
付

箋
の
内
容
を
記
入
し
た
。



一
、
国
会
会
議
録
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」
の
「
選
択
閲
覧
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

テ
キ
ス
ト
の
う
ち
の
関
係
箇
所
を
切
り
出
し
て
掲
載
し
た
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
国
会
会
議
録
の
画
像
か
ら
機
械
的
に
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
で
あ
る
た
め
、
誤
字
・
脱
字
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

【
靖
国
神
社
所
蔵
資
料
中
収
録
文
書
一
覧
】

一
、
本
目
録
の
文
書
表
題
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
漢
字
は
新
字
体
に
直
し
た
が
、
仮
名
は
原
文
を
尊
重
し
た
。

（
例
）
廿
↓
二
十

一
、
年
代
表
記
は
、
原
則
と
し
て
元
号
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
外
国
の
資
料
は
西
暦
を
使
用
し
た
。

一
、
原
資
料
か
ら
の
直
接
引
用
箇
所
は
「

」
で
括
っ
た
。

一
、
目
録
作
成
者
の
推
測
に
基
づ
く
箇
所
は
、〔

〕
で
括
っ
た
。

一
、
作
成
年
代
不
明
資
料
の
作
成
年
代
推
定
に
際
し
て
は
、
別
紙
の
よ
う
に
も
と
の
資
料
に
添
付
さ
れ
て
い
る
資
料
の
場
合
、
も
と
の
資
料
の
年
月
日
を
添
付

資
料
の
作
成
年
月
日
と
推
定
し
た
。

一
、
起
案
・
接
受
・
決
裁
日
が
同
一
資
料
中
に
併
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
日
付
欄
に
決
裁
日
を
記
入
し
た
。


